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1.【第 1 号議案】活動報告 

（1）新型コロナウイルス感染拡大に伴う「緊急事態宣言」への対応 

 「緊急事態宣言」の発出を受け、緑公園緑地事務所からの指示によりコート利用を禁止

しました。以下の期間コート入り口を施錠し閉鎖しました。 

閉鎖期間：4 月 7 日（火）～5 月 29 日（金） 

（2）コート機械洗浄の実施 

  9 月 23 日（水）及び 10 月 1 日（木）に、3・4 番コートの清掃業者による機械洗浄を

実施しました。 

（参照ファイル：コート機械洗浄に伴う付帯作業報告） 

（3）臨時作業の実施状況 

 ①空コート利用についての案内板の破損に伴い再作成と付替えを行いました。 

実施日：7 月 19 日（日）～7 月 24 日（金）  実施クラブ：ＡＴＴ 

（参照ファイル：空コート利用お願い板の作成及び付替え） 

 ②ひび割れ修繕工事周知看板作成作業 

   緑公園緑地事務所よりコートひび割れ補修工事の実施の通知があり、工事実施を予

告し期間中のコート閉鎖を通知の為、看板を作成し掲示しました。 

実施日：1 月 17 日（日）  実施クラブ：大野台交友会 

（参照ファイル：ひび割れ修繕周知板作成報告） 

（4）定例業務実施状況 

コート清掃作業・利用予定表の作成・利用人数集計について、以下の当番表に従い、

各クラブで分担し実施しました。 

2020年度コート清掃当番 2020年4月作成
　現在、新型コロナウイルス感染拡大防止の為、コートへの立入りは禁止されており
清掃作業はできませんが、コート利用再開となり次第清掃をお願いいたします。

コートNo 2020年4月 2020年5月 2020年6月 2020年7月
1 チームHK スカイクラブ エイムテニス スカイクラブ
2 大野台交友会 ATT テニス仲間の会 大野台交友会
3 誉田YH 誉田テニス愛好会 てにする会 ATT
4 誉田YH ATT ATC ATT

コートNo 2020年8月 2020年9月 2020年10月 2020年11月
1 アースライズ スカイクラブ チームHK スカイクラブ
2 大野台交友会 大野台交友会 大野台交友会 大野台交友会
3 グリーンリーフ 瀬又台クラブ 誉田YH 誉田テニス愛好会
4 ATT ATT 大野台交友会 大野台交友会

コートNo 2020年12月 2021年1月 2021年2月 2021年3月
1 大野台交友会 エイムテニス てにする会 スカイクラブ
2 テニス仲間の会 大野台交友会 大野台交友会 誉田YH
3 瀬又台クラブ スカイクラブ グリーンリーフ 大野台交友会
4 大野台交友会 ATT ATC ATT

 



2020年度コート利用予定表作成当番

予定表作成月 コート予約締切日

4月 ～ 2月14日(金)
5月 ～ 3月13日(金)
6月 ～ 4月10日(金)
7月 ～ 5月8日(金)
8月 ～ 6月12日(金)
9月 ～ 7月１0日(金)
10月 ～ 8月14日(金)
11月 ～ 9月11日(金)
12月 ～10月9日(金)
1月 ～11月13日(金)
2月 ～12月11日(金)
3月 ～ 1月8日(金)

7：エイムテニス
8：アースライズﾞ
9：スカイクラブﾞ
10：テニス仲間の会
11：てにする会

12：誉田テニス愛好会

6：チームHK

担当クラブ
1：誉田YH
2：大野台交友会
3：ATT
4：ATC
5：チームHK

 

（5）利用人数集計結果 

  2020 年度の月毎のコート利用状況は以下のとおりです。 

2020年度コート利用実績集計
【単位：人】

№ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 クラブ毎合計

1 0 27 44 48 111 65 66 69 67 54 551

2 0 32 94 150 247 201 154 273 188 209 1,548

3 0 7 12 7 28 18 9 17 16 41 155

4 0 12 27 27 0 12 0 0 0 0 78

5 0 4 9 10 18 15 12 17 16 18 119

6 6 0 112 66 64 86 90 90 74 78 666

7 5 5 50 31 61 42 44 52 30 44 364

8 0 12 26 30 25 16 34 30 39 53 265

9 0 5 47 25 47 29 35 35 37 32 292

10 0 9 29 21 48 42 49 27 43 46 314

11 67 0 288 238 253 183 249 194 285 200 1,957

12 0 0 14 22 0 18 13 25 25 26 143

13 0 0 20 20 10 20 25 20 20 10 145
78 113 772 695 912 747 780 849 840 811 0 0 6,597

0 43 198 262 273 187 196 113 201 327 641

78 156 970 957 1185 934 976 962 1041 1138 0 7,238

会員クラブ合計

全体合計

エイムテニス

アースライズ

会員クラブ名

誉田ＹＨ

ＡＴＴ

チームＨＫ

一般申込

スカイクラブ

テニス仲間の会

てにする会

誉田テニス愛好会

ＡＴＣ

大野台交友会

瀬又台クラブ

グリーンリーフ

2.【第二号議案】 会計報告について 

 （1）2020 年度決算報告については、別添ファイル令和２年度大野台中央公園テニスコ

ート管理運営委員会決算報告のとおりです。 

 （2）2021 年度予算案については、別添ファイル令和３年度収支予算書の通りです。 

  （参照ファイル：2020 年度決算報告書及び金銭出納帳） 

  （参照ファイル：2020 年度会計監査報告） 



3.【第 3 号議案】会則等の変更について 

（1）会則の変更 

【第 23 条変更提案説明】 会計担当者は事業報告を作成していない(事業報告は事務局長、

書記が作成している)。第 14 条(1)に総会の本務として「収支予算・決算の承認」とある

が、この作成業務担当は会計であることを明記する。第 23 条は「第７章会計」の中の条

文であり、事業報告に関して規定する章ではない。以上のことから第 23 条を次のとおり

変更したい。 

第 23 条【変更前】本会の事業報告及び決算は会計担当者が作成し、その年度末の会計報告

とともに監査役の監査を受け、各クラブ又は総会の承認を受けなければならない。 

                   ↓ 

    【変更後】本会の収支予算・決算は会計担当者が作成し、監査役の監査を受け、各

クラブまたは総会の承認を受けなければならない。 

（2）細則の変更 

【第 4 条変更提案説明】 会費支払い時期を現状に合わせるため、又、会則第 8 条の規定

に突合させるため、第４条を次のとおり変更したい。 

第 4 条 【変更前】本会に所属するテニスクラブは、毎年 3 月 31 日までに会費を支払うこ

と。 

                   ↓ 

【変更後】本会に所属するテニスクラブは毎年度 4 月 30 日までに年会費を支払う

こと。 

【第６条変更提案説明】「当該年」を「当該年度」に変更し、暦年でなく年度としての期間

であることを明確にすると共に、細則の中での表記の統一を図りたい。 

第 6 条【変更前】新たに入会する会員は、9 月 30 日までに入会する場合は当該年の年会費

全額を支払う。10 月 1 日～翌年 3 月 31 日までに入会する場合は、当該年の年会

費の半額を支払う。 

                  ↓ 

【変更後】新たに入会する会員は、9 月 30 日までに入会する場合は当該年度の年会

費全額を支払う。10 月１日～翌年 3 月 31 日までに入会する場合は、当該年度の

年会費の半額を支払う。 

【第 10 条変更提案説明】年度替わりにあたっての名簿作成であることをより明確にしたい。 

第 10 条【変更前】本会の会員は、毎年 3 月 31 日までに最新の所属テニスクラブ会員名簿

を役員会に提出すること。 

                  ↓ 

【変更後】本会の会員は、毎年 3 月 31 日までに新年度の所属テニスクラブ会員名

簿を役員会に提出すること。 



【提案説明】今回の細則変更に伴い、施行日を追記する。 

第 13 条 本細則は 2019 年 4 月 1 日をもって施行する。 

↓ 

本細則は 2019 年 4 月 1 日をもって施行する。 

本細則は 2021 年４月１日をもって施行する。 

 

4.【第 4 号議案】2021 年度役員について 

役職名 氏名 所属クラブ  

会長 平山 喜則 アースライズ 再任 

事務局長 山田 淳 ＡＴＴ 再任 

会計 白井 丸雄 大野台交友会 再任 

書記 古賀 正樹 チームＨＫ 新任 

ＩT 担当 木下 達也 ＡＴＴ 再任 

監査役 広田 豊彦 誉田ＹＨ 再任 

  

5. 【第 5 号議案】2021 年度業務計画案 

2021 年度活動案 

（1）新規加盟クラブ（平日会員）として以下の 2 団体の加盟申込書を受理しました。 

 「大野仲間」9 名 「水曜会」4 名 

加盟クラブ数は全 15 団体となります。 

（参照ファイル：2021 年度大野台中央公園テニスコート管理・運営委員会名簿） 

（2）会員クラブコート割は別添ファイルの通りとします。 

 （参照ファイル；★★2021 年度用コート割表確定版） 

（3）毎月の清掃当番は別添ファイルの通りとします。 

（参照ファイル；２０２１清掃当番表） 

 

                                                  以上 

 


